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	鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律要綱
	第一　地方公共団体の役割　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第二条の二関係）
	第三　協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第四条の二関係）
	一　市町村は、単独で又は共同して、被害防止計画の作成及び変更に関する協議並びに被害防止計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会（以下「協議会」という。）を組織することができること。
	二　協議会は、市町村のほか、農林漁業団体、被害防止施策の実施に携わる者及び地域住民並びに学識経験者その他の市町村が必要と認める者をもって構成すること。
	三　一及び二に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定めること。
	第四　都道府県知事に対する要請等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第七条の二関係）
	第五　財政上の措置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第八条関係）
	第六　鳥獣被害対策実施隊員による緊急的な捕獲等　　　　　　　　　　　　　　　（第九条第四項関係）
	第七　捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第十条関係）
	第八　報告、勧告等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第十条の二関係）
	第九　適正な個体数についての調査研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第十三条第二項関係）
	第十　捕獲等に関わる人材の確保に資するための措置　　　　　　　　　　　　　　　　（第十六条関係）
	第十一　必要な予算の確保等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第十六条の二関係）
	第十三　施行期日等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（附則関係）
	一　この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、第十二については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
	二　その他所要の規定の整理を行うこと。

